
本市立幼稚園・小中学校における警報等発表時の対応について（Ｒ5.８.２９以降） 

状
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右の①～③について、 

いずれかの状況が 

発生している場合 

①市内に暴風警報・大雨特別警報・大雨警報・洪水警報のいずれかが発表中 

②市内全域に避難指示が発令中 

③該当する校区全域（または一部）に避難指示が発令中 
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右の時間に、上記の 

状況が継続している

場合は、臨時休校（園） 
午前 9 時 

自

宅

待
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右の時間に、上記の 

状況が継続している

場合は、登校（園）を 

見合わせ 
午前７時 

 


